
 

1 

無 線 局 免 許 手 続 規 則 第 七 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 放 送 区 域 等 を 計 算 に よ る 電 界 強 度 に 基 づ い て 定 め る 場 合 に お け る 当 該 電 界 強 度 の 算 出 の 方 法 の 一 部 を

改 正 す る 告 示 案 新 旧 対 照 表 

○ 無 線 局 免 許 手 続 規 則 第 七 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 放 送 区 域 等 を 計 算 に よ る 電 界 強 度 に 基 づ い て 定 め る 場 合 に お け る 当 該 電 界 強 度 の 算 出 の 方 法 （ 昭 和

三 十 五 年 郵 政 省 告 示 第 六 百 四 十 号 ）                                       （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

１ （略） １ （略） 

２ 超短波放送、テレビジヨン放送、超短波音声多重放送又は超短波文字

多重放送を行う基幹放送局（移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。

） 

２ 超短波放送、テレビジヨン放送、超短波音声多重放送又は超短波文字

多重放送を行う基幹放送局 

（１）・(２) （略） （１）・(２) （略） 
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